
老健局振興課

介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて

Ⅰ これまでの経緯

○ 介護サービス事業については、これまでも、事業所団体等からヒアリングを

行い、介護従事者の定着等を図るために必要な対応の検討の参考とすることを

目的に、介護給付費分科会に設置されたワーキングチームにおける事業者ヒア

リング等において 「各記録や各種委員会が多すぎて、職員のやりがいを無く、

させる 」という意見が出されており、同ワーキングチームの報告書において。

も 「書類作成や事務に係る負担が可能な限り軽減されるよう、規制の見直し、

が必要ではないか 」等の指摘があった。。

○ このため、介護サービス事業に係る事務負担の現状を踏まえ、事務手続や書

類について可能なものから削減・簡素化することにより、効率的な事業運営や

介護従事者の負担の軽減を図ることとした。

○ その際、現行の事務手続や書類については、適切な介護サービスの提供を確

保することを目的として求められているものであるから、事務負担の見直しに

当たっては、削減・簡素化を行っても必要な情報が得られるものについて具体

案を検討することとした。

○ 具体的には、

① 他の事務手続や書類と内容が重複しており、他の書類や手続で代替可能な

もの

② 様式や項目を削減・簡素化しても必要な情報が得られるもの

③ 事務手続や書類作成の頻度が必要以上に高いため、その頻度の見直しが必

要であるもの

について、削減・簡素化が可能であるかを検討し、その対象となる事務手続や

書類を選定することとした。

なお、各自治体におかれても、上記①～③の方針を参考に、必要に応じて

事務手続や書類の見直しを図るようお願いしたい。



○ このような方針に基づく検討の結果、

・ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正

（省令改正）が必要な事項については、本年７月１７日に開催された介護給

付費分科会において諮問し、了承を得たことから、パブリックコメント手続

を経て、９月１日より施行したところである。

・ 告示改正が必要となる看取り介護加算等の見直しについても、パブリック

コメント手続を経て、９月１日より施行したところである。

・ その他通知の改正が必要な事項については、本年７月２９日付けで改正通

知を各都道府県あてに発出し、８月１日より施行したところである。

Ⅱ 見直しの具体的内容

（１）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正（省

令改正）

① 福祉用具貸与に係るサービス担当者会議の開催について

福祉用具貸与に係るサービス担当者会議については、現行では 「少なくと、

も６月に１回」はサービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受け

る必要性について検証することとしているところ 「必要に応じて随時」開催、

することに改める。

② 介護保険施設等における感染対策委員会の開催について

、 、介護保険施設等における感染対策については、現行では 「１月に１回程度

定期的に開催」することを求めているところ 「おおむね３月に１回以上開、

催」に改める。

（参考）解釈通知に記載する内容

・ 感染対策委員会は、おおむね３月に１回以上、定期的に開催した上で、感染症が流

行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催することが必要である。

・ 感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営する

ことが必要であるが、事故発生の防止のための委員会については、関係する職種、

取り扱う事項等が感染対策委員会と相互に関係が深いと認められることから、これ

と一体的に設置・運営することも差し支えない。

前記①及び②については、７月１７日に開催された介護給付費分科会において

諮問し、了承を得たところであり、パブリックコメント手続（７月２３日～８月



２１日）を経て、９月１日より施行したところである。

（２） 看取り介護加算等の見直し（告示改正）

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び介護療養型老人保健施設

における看取り介護加算及びターミナルケア加算については、現行では 「少な、

くとも１週につき１回以上」本人又はその家族への説明を行い、同意を得ること

を求めているところ 「入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時」に改める。、

（参考）この見直しに関連し、同意を得る方法につき解釈通知において以下の内容を記載す

る。

・ 本人又はその家族に対する説明に係る同意については、必ずしも毎回文書により

得る必要はないが、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。

この改正については、告示改正事項であるため、現在パブリックコメント手続

中（７月２９日～８月２７日）であり、パブリックコメント手続終了後速やかに

施行したいと考えている

（３） その他通知の改正

通知の改正によって対応するものについては、７月２９日付けで計画課・ 振

興課・老人保健課の連名通知を各都道府県あてに発出し、８月１日より施行し た

ところであるが、改正の概要については、別紙のとおりである。



事務手続・書類 該当するサービス 改正内容

リハビリテーション

マネジメント加算

・訪問（予防）リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・老人保健施設

・介護療養型医療施設

・通所介護

・通所リハビリテーション

・認知症対応型通所介護

・老人保健施設

・老人福祉（地域密着型）施設

・介護療養型医療施設

経口移行・経口維持

加算

・老人保健施設

・老人福祉（地域密着型）施設

・介護療養型医療施設

○ 経口移行計画又は経口維持計画に相当する内容を各サービス計画中（施設サービス計画等）に記載する場

合は、 その記載をもって経口移行計画又は経口維持計画に代替することができることとする。

口腔機能向上加算 ・通所（予防）介護

・通所（予防）リハビリテーション

・認知症対応型（予防）通所介護

① 口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を各サービス計画中（通所介護計画等）に記載する場合は、そ

の記載をもって口腔機能改善管理指導計画に代替することができることとする。

② 各サービスの運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」において、口腔

機能向上加算の要件となっている「定期的な記録」 に相当する内容を記録する場合は、その記録とは別に、口

腔機能向上加算の算定のためにサービスの提供の経過を定期的に記録する必要はないものとする。

③ 口腔機能スクリーニングの様式例廃止

④ 口腔機能アセスメント、口腔機能改善管理指導計画・管理指導計画、モニタリングの様式例を簡素化

栄養マネジメント

加算

① リハビリテーション実施計画書に相当する内容を各サービス計画中（訪問リハビリテーション計画等）に記載

する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画書に代替することができることとする。

② 各サービスの運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」において、リハ

ビリテーションマネジメント加算の要件となっている「定期的な記録」 に相当する内容を記録する場合は、そ

の記録とは別に、リハビリテーションマネジメント加算の算定のためにサービスの提供の経過を定期的に記録

する必要はないものとする。

③ ケアマネジメントに関わる情報の提供に係る文書については、リハビリテーション実施計画書及び各サービス

の運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」の写しでも差し支えない。

① 栄養ケア計画に相当する内容を各サービス計画中（通所介護計画等）に記載する場合は、その記載をもって

栄養ケア計画に代替することができることとする。

② 各サービスの運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」において、栄養

マネジメント加算の要件となっている「定期的な記録」 に相当する内容を記録する場合は、その記録とは別

に、栄養マネジメント加算の算定のためにサービスの提供の経過を定期的に記録する必要はないものとする。

③ 栄養ケア提供経過記録の様式例廃止

④ 栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、栄養ケアモニタリングの様式例を簡素化

通知の改正内容（概要）
別
紙



事務手続・書類 該当するサービス 改正内容

個別機能訓練加算 ・通所介護

・認知症対応型（予防）通所介護

・特定（予防・地域密着型）施設

・老人福祉（地域密着型）施設

リハビリテーション

機能強化加算

・短期入所（予防）療養介護 ○ リハビリテーション実施計画に相当する内容を短期入所（予防）療養介護計画に記載する場合は、その記

載をもってリハビリテーション実施計画に代替することができることとする。

運動器機能向上加算 ・介護予防通所介護

・介護予防通所リハビリテーション

① 運動器機能向上計画に相当する内容を各サービス計画中（介護予防通所介護計画等）に記載する場合

は、その記載をもって運動器機能向上計画に代替することができることとする。

② 各サービスの運営基準によって作成することが義務付けられている「サービスの提供の記録」において、

運動器機能向上加算の要件となっている「定期的な記録」 に相当する内容を記録する場合は、その記録と

は別に、運動器機能向上加算の算定のためにサービスの提供の経過を定期的に記録する必要はないもの

とする。

訪問（予防）看護

報告書

・訪問看護

・介護予防訪問看護

○ 訪問看護報告書については、訪問看護計画書の記載と重複する箇所の記載は省略して差し支えないも

のとする。

住宅改修における

事前申請書

・住宅改修 ○ 理由書及び申請書については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の記載と重複する箇所の

記載は省略して差し支えないものとする。

訪問（予防）介護の

指定申請書類

（サービス提供責任者の
経歴に係る部分）

・訪問介護

・介護予防訪問介護

○ サービス提供責任者のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者又は訪問介護員養成研修１級課程

修了者の経歴については、 介護福祉士登録証の写し、基礎研修修了の証明書の写し又は１級課程修了

の証明書の写しで足りるものとする。

居宅サービス計画 ・居宅介護支援 ○ 第５表の「サービス担当者に対する照会（依頼）内容」を削除し、サービス担当者会議を開催しない場合や

会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等については、第４表に記載すること

とするが、他の書類等により必要事項が確認できる場合は、第４表への記載を省略して差し支えないことと

する。

施設サービス計画 ・老人保健施設

・老人福祉施設

・介護療養型医療施設

○ 第６表の「サービス担当者に対する照会（依頼）内容」を削除し、サービス担当者会議を開催しない場合や

会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等については、第５表に記載すること

とするが、他の書類等により必要事項が確認できる場合は、第５表への記載を省略して差し支えないことと

する。

○ 個別機能訓練計画に相当する内容を各サービス計画中（通所介護計画等）に記載する場合は、その記載

をもって個別機能訓練計画に代替することができることとする。
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